
令和７年度

（ 通 年 採 用 ）

正規職員

任期付職員　３年（最長で５年まで延長可能）

令和７年４月１６日（水）～令和８年１月３１日（土）
※採用予定者が採用予定人数に達した時点で募集を終了します。

インターネット（電子申請システム）による申込み

個別面接
※試験日時については、受験者と調整のうえ、決定します。

令和８年４月１日までの間で、市と採用予定者との
協議により決定します。

※本試験を受験した方は、令和７年度中に実施する他の久喜市職員採用試験を受験することが
　　できませんので、ご注意ください。

職　員　採　用　試　験
久喜市  受験案内

任期付職員採用試験

募　集　職　種 採用予定人数

生　年　月　日 資　格　・　職　務　経　験

建　築 若 干 名

受　験　資　格

生　年　月　日 資　格

昭和５９年４月２日以降

次のいずれかに該当する方
１．一級建築基準適合判定資格者
２．一級建築士の資格を有している方または令和８年３月までに
　　取得見込みの方

募　集　職　種 採用予定人数

建　築 若 干 名

受　験　資　格

昭和５９年４月１日以前

次の全てに該当する方
１．一級建築基準適合判定資格者の登録をしている方
　　（建築主事発令が可能な方）
２．建築確認申請における職務経験が３年以上ある方

◇久喜市が求める人材◇

◇　受　付　期　間　◇

◇　申　込　方　法　◇

◇　試　験　方　法　◇

◇ 　採　　用　　日　 ◇

◆市民の立場でプロ意識を持って行動する人

◆自ら考え判断し、責任を持って実行する人

◆一致団結して目標を共有し、

住民サービスの向上のためにベストを尽くす人



Ⅰ　募集職種・受験資格の注意事項について

1　　次のいずれかに該当する人は受験できません。

　　（１）　日本国籍を有しない人

　　（２）　地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する人（以下はその内容の一部）

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人

・久喜市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

　する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

２　　学校教育法に定める専修学校・各種学校（年間授業時間数が６８０時間以上）で、次に該当する学校を卒業又は

　卒業見込みの人は、それぞれ「短大卒扱い」、「高校卒扱い」とします。

　　（１）「短大卒扱い」とするもの

・専修学校で、修業年限２年以上の専門課程のもの

・各種学校で、高校卒を入学資格とする修業年限２年以上の課程のもの

　　（２）「高校卒扱い」とするもの

・専修学校で、修業年限３年以上の高等課程（高等専修学校）のもの

・各種学校で、中学校卒を入学資格とする修業年限３年以上の課程のもの

３　　学校教育法に定める高等専門学校（中学校卒を入学資格とする修業年限５年（商船学科は５年６月）のもの）を

　卒業又は卒業見込みの人は、「短大卒扱い」とします。

４　　学校教育法に定める大学の中途退学者（中途退学予定者を含む。）で、２年以上在学して６２単位以上修得して

　いる人は、「短大卒扱い」とします。

５　　高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）を合格した人は、「高校卒扱い」とします。

※　受験資格要件を満たさないなどの事象が発覚した場合は、試験実施後であっても失格となります。

　　　よく確認のうえお申し込みください。

Ⅱ　合格発表・自己情報の提供について

　試験の結果については、合格者の受験番号を市ホームページで発表するほか、受験者全員にインターネット（電

子申請システム）で通知します。

　電話照会には応じられませんので、あらかじめご了承ください。

　久喜市では、個人情報の保護に関する法律第６９条第２項第１号の規定に基づき、次のとおり採用試験に関する

保有個人情報を本人に提供しています。保有個人情報の提供を希望する場合は、受験者本人が受験票を持参し、

人事課までお越しください。

　なお、保有個人情報の提供方法は、情報提供対象者に係る個人情報の部分のみの閲覧とします。
提供内容

久喜市役所　人事課

　【提供時間】

　　　午前８時３０分～正午

　　　午後１時～午後５時１５分

　　　　（土・日・祝日を除く。）

　※電話、文書等による提供はできません。また、代理人への提供はできません。

申込内容の確認を忘れずに！

　　試験時の提出物（免許証等）により、受験資格の確認をします。

　　受験資格要件を満たさないなどの事象が発覚した場合は、試験実施後であっても失格となります。

　　申込みの際は十分ご注意ください。

情報提供対象者 提供期間 提供場所・時間

不合格者 順位
合格発表日から

１か月間
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Ⅲ　合格から採用まで

１　合格者は、採用候補者名簿に登載され、欠員状況に応じ採用されます。

　　なお、採用候補者名簿は、原則として１年間有効です。

２　採用日は、令和８年４月１日までの間で、市と採用予定者との協議により決定します。

３　次の事項に該当する場合は、採用候補者名簿から削除されます。

　　（１）提出した書類に虚偽があった場合

　　（２）心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

　　（３）受験資格で資格取得見込みの人が資格を取得できなかった場合

　　（４）その他、任命権者が不適当と認めた場合

Ⅳ　採用されてから

１　給与

　　　令和７年４月１日現在の初任給は、下表のとおりです。

　　　（正規職員は地域手当、任期付職員は地域手当及び管理職手当を含みます。）

　　　　　正規職員

　　　　　任期付職員

※採用時までに給与改定があった場合は、それによります。

※一定の経歴がある場合は、上表の金額に所定の額が加算されます。

※良好な成績で１年間勤務した場合、定期昇給があります。

２　勤務時間・休暇

　　（１）勤務時間は、原則として平日（月曜日～金曜日）の午前８時３０分から午後５時１５分までです。

　　　　なお、部署によっては、土曜日、日曜日及び祝日の勤務もあります。

　　（２）休暇は、年間２０日（４月採用の場合、その年は１５日）の年次有給休暇、疾病等の場合に与え

　　　　られる病気休暇及び結婚、忌引、出産等の場合に与えられる特別休暇等があります。

３　その他

　　　地方公務員法の規定により、採用後６か月間は条件付採用となり、その期間良好な成績で勤務

　　した場合に正式採用となります。

　　　任期付職員については、業務の状況等により、採用された日から５年を超えない範囲内で任期を

　　延長する場合があります。

試験の申込みをした人は必ず受験してください

　　久喜市職員採用試験は、皆さんの申込みによって試験の準備を進め、市民の方に納めていただいた

　税金を使って実施します。貴重な税金を有効に活用するためにも、試験の申込みをした人は必ず受験

　するようお願いします。

区　　分 月　　額
◇左表のほか、支給要件に該当する人には、
扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉
手当等が支給されます。

大 学 卒 236，880円

短 大 卒 224，280円

高 校 卒 211，050円

◇左表のほか、支給要件に該当する人には、扶養手当、住居手当、
通勤手当、期末・勤勉手当、建築主事手当等が支給されます。

月　　額

426，510円
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Ⅴ　受験申込方法
　　　インターネット（電子申請システム）で申し込んでください。

　　　※電子申請システムを利用できない特別な事情がある場合には、人事課人事研修係へご相談ください。

　　　　　

　１　電子申請システムによる申込み

　申込フォームへは、必ず市ホームページ内の「受験申込（通年採用・建築）」ページから電子申請

システムにアクセスし、注意事項を確認のうえ、案内に沿って申込みをしてください。

　２　申込みの際の注意事項

　　　➀入力内容や提出書類に不備がある場合は受付できません。

　　　②申込内容について審査し、試験日時の調整後、随時受験票を配信します。受験票が試験日の３日前までに

　　　　　届かないときは、速やかに人事課人事研修係までご連絡ください。

　　　③試験会場については、受験票の配信の際に通知します。

　　　④試験当日に必要書類の提出がない場合、原則として受験できません。

　　　⑤免許証、証明書及び登録証の写しは、A4サイズの用紙で提出してください。

　　　　　なお、運転免許証など受験資格要件に関わらないものは、提出不要です。

　　　⑥提出書類は一切返却しません。

　　　⑦提供のあった個人情報は、久喜市職員採用試験以外の目的には使用しません。

　　　　　なお、採用予定者に限り、受験申込の際に登録したメールアドレスに入庁までの事務連絡等を送ることがあ

　　　　　ります。ご了承ください。

申込方法 ◆久喜市ホームページ
URL：　https://www.city.kuki.lg.jp/shisei/shokuin/seikishokuin/
          1002276/1010439.html
［トップページ＞市政情報＞職員募集・人事＞正規職員募集＞採用試験情報＞
　　受験申込（通年採用・建築）］

提出書類

試験に持参するもの
➀受験票
　　申込内容の審査及び試験日時の調整後、随時電子申請システムにより配信予定です。
　　A4サイズ用紙に印刷し、指定のサイズに切り取った上で持参してください。
②建築士免許証の写し又は建築士免許証明書の写し
③建築基準適合判定資格者登録証の写し
※②及び③については有資格者のみ

（手続きの流れはp.４を参照）

受付期間
令和７年４月１６日（水）～令和８年１月３１日（土）
※受付期間中は２４時間申込みができますが、システムのメンテナンスや停電等のため、利用できない
場合があります。余裕をもって申し込んでください。

必要なもの

➀パソコン又はスマートフォン
　　事前に推奨環境をご確認ください。機種や環境等により利用できない場合があります。
　　※『久喜市電子申請・届出サービス』の「手続き申込」画面右側に表示される「FAQ」のページを
　　　　参照してください。
②受験者本人のメールアドレス
　　PDF等の添付ファイルをパソコン等で閲覧できるものとしてください。
　　電子申請システムからのメール（city-kuki-saitama@apply.e-tumo.jp）を受信可能な設定
　　にしてください。
③A4サイズ用紙の印刷が可能なプリンタ
　　電子申請システムを通じて、受験票を配信します。
　　配信した受験票は各自印刷し、試験時に持参していただきます。
　　※コンビニエンスストア等のプリントサービスをご利用いただくことも可能です。
④受験者本人の顔写真データ
　　・６か月以内に撮影した、上半身・脱帽・正面向き・背景なしの本人と確認できるもの
　　・縦横比４：３のJPEG、GIF、PNGいずれかの形式のもの
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　３　申込みから受験票配信までの流れ

➀申込フォームを選択

③連絡先メール

　　アドレスを送信

②利用規約を確認し、「同意する」を選択

URLのお知らせ

④URLにアクセスし、申込手続開始

（自動送信メール）

※申込前の確認画面で、必ずPDFデータを ⑥申込み（送信）

出力し、入力内容が正しく表示されているか、

確認してください。

申込完了通知

⑦申込内容の確認

・申込完了通知（メール）に記載された整理 （自動送信メール）

番号とパスワードが必要です。

・必ず申込状況を確認してください。

・履歴書（PDF）の確認・印刷ができます。

　　　受理通知

◆申込詳細 　　　（メール）

・返信添付ファイル欄に受験票と試験に関す

る通知をアップロードします。 　　　　　受験票配信のお知らせ

・受験票は印刷し、試験当日に必ず持参して

ください。 　　　（メール）

手続き上の注意事項

　１　申込完了通知（メール）に記載された「整理番号」及び「パスワード」は、「申込内容照会」画面にアクセスす

　　　るために必要です。適切に管理するようにしてください。

　　　「整理番号」及び「パスワード」を紛失した場合は、人事課人事研修係までご連絡ください。

　２　「⑤申込内容の入力」では、履歴書を作成（入力）していただきます。入力項目によっては字数制限を設けて

　　　いる箇所がありますので、申込み（送信）する直前に、必ず帳票を出力し、正しく表示されているか、よく確認し

　　　たうえで申込み（送信）するようにしてください。

　３　申込内容や出力帳票に重大な不備がある場合は、人事課から電話又はメールで修正等を依頼することがあ

　　　ります。速やかにご対応ください。修正に応じていただけない場合は、受験できないことがあります。

受験票の配信

受　験　申　込　者

久喜市ホームページ

電子申請システム

「手続き申込」画面

　　　申込画面のURLを記載した
　　　メールを送信「申込」画面

⑤申込内容の入力

　　　　　受験申込の受信・受付

「申込内容照会」画面

　　　　　　　　　　　【審　　査】
申込内容や出力帳票に明らかな不
備がないか確認します。「申込内容照会」画面
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Ⅵ　合格後の手続き

　　合格者には、採用までに以下の手続きをお願いすることとなります。

　１　卒業証明書及び成績証明書の取得及び提出

　　　　　最終学歴となる学校から発行された卒業証明書及び成績証明書を取得し、市に提出をお願いします。

　　　　　卒業証明書等は発行手続きに時間を要することがあるため、合格後は速やかに取得に向けた手続きを

　　　　お願いします。

　　　　　なお、大学院在学者・修了者は、大学院の修了証明書又は修了見込証明書及び成績証明書のほか、

　　　　大学の卒業証明書及び成績証明書を提出してください。

　　　　　提出期限については、別途ご案内します。

　　　　※学位記又は卒業証書は、卒業証明書の代わりにはなりません。必ず最終学歴となる学校から発行され

　　　　　　た卒業証明書をご用意ください。

　　　　※既に取得済みのものがあれば、それをご提出いただいても差支えありません。

　2　欠格条項調査の実施

　　　　　本人が本籍地の市区町村にて手続きをし、地方公務員法第１６条に規定される欠格条項に該当しない

　　　　ことの証明を依頼します。

　　　　　手続方法及び提出期限については、別途ご案内します。

　3　雇入時健康診断の実施

　　　　　労働安全衛生規則第４３条に基づき、健康診断を受診し、診断結果の提出をお願いします。

　　　　　手続方法及び提出期限については、別途ご案内します。
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